
          

 

 

 

   公 売 公 告（ 立 木 ） 

 

 

  令和４年７月１日 

 

                 分任契約担当官  

                   愛媛森林管理署長 藤 平  康 則 

 

 

  

 下記により、一般競争入札による立木の販売を行いますので、買受希望者は現地

を熟覧し、販売物件明細書、入札者注意書、売買契約書案、国有林野の産物売払規

程及び国有林野事業林産物売買契約約款等を十分了知の上、入札してください。 

 

 

記 

 

１．競争に付する事項 

 売払物件一覧 
 

売払番号 

 

物  件   所   在   地  

 

物件の種類及び数量等 

 

搬出期間 

 

備 考 

 

第１号物件 

 
愛媛県喜多郡内子町中川 
小田深山国有林55林班に小班（1伐
区） 
 

 
別紙｢販売物件明細書｣ 
のとおり 
 

 

36ヶ月 

 

 

 

 

 

第２号物件 

 
愛媛県喜多郡内子町中川 
小田深山国有林55林班に小班（2伐
区） 

 
別紙｢販売物件明細書｣ 
のとおり 
 

 

36ヶ月 

 

 

 

 

 

第３号物件 

 
愛媛県喜多郡内子町中川 
小田深山国有林55林班に1・に2小班 
 

 
別紙｢販売物件明細書｣ 
のとおり 

 

36ヶ月 

 

 

     

     

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 物件の搬出期間の起算日は、引渡しが完了した日とする。 

 

 

 

 



          

 

２．入札物件の現地案内 

 「販売物件明細書」に記載のとおり。 

 

３．競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）（以下「予決令」という。）

第70条に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で

あって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。 

（２）予決令第71条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和２年度～令和６年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けた

者であること。 

（４）契約担当官等から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

４．契約条項等の交付場所、交付期間及び交付方法 

（１）交付場所 

  愛媛森林管理署 会議室 

  （担当：【業務グループ 主任森林整備官】 ＴＥＬ：【089-924-0550】 

（２）交付期間 

  公告の日から令和４年７月２８日（木）（ただし、行政機関の休日に関する法

律（昭和63年12月13日法律第91号）第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除

く）の午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午後１時までを除く。） 

（３）交付方法  

  上記４.（１）の場所にて交付する。 

  また、四国森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。 

入札公告情報ＵＲＬ 

【※入札公告情報ＵＲＬを明記する。】 

国有林野の産物売払規程ＵＲＬ 

【 URL:http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/mokuzai/hanba

i.html】 

国有林野事業林産物売買契約約款ＵＲＬ 

【 URL:http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/mokuzai/hanba

i.html】  

 

５．入札日時、場所及び方法 

（１）入札日時 

入札日時 令和４年７月２８日（木）午前１０時００分 

開  札 入札後即時開札   

（２）入札場所 

  愛媛森林管理署 会議室 

（３）入札方法 

  ア 令和４年７月２８日（木）午前９時５０分までに上記５. （２）の場所に

入札書、林産物の売払いに係る有資格を証する書面等を持参し、午後１時３

０分までに入札すること。 

  イ 郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和４年７月２８日

（木）午前１０時００分までに上記４．（１）の担当あて到着するよう

に、書留郵便(封筒には朱字で「立木販売入札書在中」と明記すること）

で提出すること。ただし再度の入札を実施する場合は、引き続き行うた

め、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。 

ウ 入札書には売払番号を明瞭に記載すること。 

エ  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費

税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見

積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 



          

 

６．保証金 

（１）入札保証金 

  免除する。 

ただし、落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の５に相当する金

額を違約金として徴収する。この場合、林産物の売払いに係る資格を取り消す、

又は付与しないことがある。 

（２）契約保証金 

  免除する。 

  ただし、落札者が契約を履行しなかったため契約を解除したときは、落札金額

の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。この場合、林産物の売払

いに係る資格を取り消す、又は付与しないことがある。 

 

７．落札者の決定 

契約担当官等が定める予定価格以上の最高入札価格をもって有効な入札を行っ

た入札者を落札者とする。 

 

８．契約書の作成 

 契約の締結は、契約書の作成を必要とし、双方記名押印したときに成立する。 

   

９．代金の延納 

（１）代金の延納 

  １件の契約金額が150万円以上となるときは、代金の延納を認める。 

（２）延納の担保 

１.国債、２.地方債、３.金融債(長期信用銀行法に規定する銀行、農林中央金

庫又は商工組合中央金庫の発行する債券)、４.手形交換所加入銀行、農林水産大

臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は

都道府県信用農業協同組合連合会（以下、「金融機関」と総称する）の支払保証

に係る手形、５.金融機関に対する定期預金債権とする。 

（３）延納の期限 

 １件の契約数量が1,000㎥未満は６ヶ月以内、1,000㎥以上は10ヶ月以内とする。 

 

10．代金の納付期限及び延納担保の提供期限 

契約締結の日から起算して20日以内とする。ただし、日曜日、国民の祝日・その

他一般の休日及び土曜日が当該日となる場合はその前日とする。 

なお、分収林契約者の分収分に相当する金額については、代金の納入分収割合に

応じた金額を個々に納入すること。 

 

11．物件の引渡期限 

契約書に定める現金納付分の納付があった日又は代金延納の担保の提供があっ

た日から15日以内とする。 

 

12．その他 

（１）本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関

する条件に違反した入札は無効とする。 

（２）本公告に記載の無い事項については、入札者注意書等による。 

 

【お知らせ】 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者 

 綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。 

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実 

をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知 

らせ」をご覧下さい。 



分収育林箇所の立木販売における特約事項

１ 分収木の買受代金は、国及び分収育林契約者（以下「費用負担者」という）

に分収金（消費税相当額を含む）として、持分割合に応じて買受人が払込むこ

と。

２ 代金の支払方法

（１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付すること。

（２）費用負担者に支払う代金は、国が指定する各費用負担者の振込金融機関の口

座に払込むこと。

この払込にかかる費用は買受人が負担すること。

なお、費用負担者が不明等の場合は、国の指定する法務省に供託すること。

（３）費用負担者の人数及び供託を必要とする人数

別紙 各署（所）案内書に記載のとおり

３ 延納金及び延滞金

（１）売払代金の延納は、国の分収金に相当する金額（以下「官収分」という）に

ついてのみ認めるものとし、費用負担者の分収金に相当する金額（以下「民収

分」という）は、現納とすること。

（２）売払代金の支払いに係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収

分に係るものは費用負担者に支払うこと。

４ 売払立木の引渡し

買受人が代金を、官収分・民収分（供託を含む）すべて完納（官収分について

は、延納担保の提供を含む）し、その確認（受領書等の写しの提出）がなされた

後に行う。

５ 買受人は、本契約物件に係る分収木以外の立木及び搬出支障木について、本契

約物件の搬出にかかる作業着手までに当該署長と売買等にかかる契約を別途締結

すること。



分収造林・官行造林箇所の立木販売における特約事項

１ 分収木の買受代金は、国及び分収造林・官行造林契約者に分収金（消費税相当

額を含む）として、持分割合に応じて買受人が払込むこと。

２ 代金の支払方法

（１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付すること。

（２）分収造林・官行造林契約者に支払う代金は、国が指定するの分収造林・官行

造林契約者の振込金融機関の口座に払込むこと。

この払込にかかる費用は買受人が負担すること。

３ 延納金及び延滞金

（１）売払代金の延納は、国の分収金に相当する金額（以下「官収分」という）に

ついてのみ認めるものとし、分収造林・官行造林契約者の分収金に相当する金

額（以下「民収分」という）は、現納とすること。

（２）売払代金の支払いに係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収

分に係るものは分収造林・官行造林契約者に支払うこと。

４ 売払立木の引渡し

買受人が代金を、官収分・民収分すべて完納（官収分については、延納担保の

提供を含む）し、その確認（受領書等の写しの提出）がなされた後に行う。

５ 買受人は、本契約物件に係る分収木以外の立木及び搬出支障木について、本契

約物件の搬出にかかる作業着手までに当該署長と売買等にかかる契約を別途締結

すること。



森林作業道の作設にかかる特約事項

（森林作業道の作設にかかる申請・承認）
１ 買受人は、国有林内に森林作業道を作設する場合は 「森林作業道作設申請、
書」に路線計画図を添付し提出すること。

２ 買受人は 「森林作業道作設承認書」の交付を受けたのちに、森林作業道の、
作設を開始すること。
なお 森林作業道の作設中及び作設完了時には 署 所 長に連絡し適宜確、 、 （ ）

認を受けること。

（土地の形質変更等の手続き）
３ 買受人は 森林作業道の作設にあたっては 保安林内作業許可に必要な手続、 、
きを遺漏のないよう行い 着手する前に 保安林内における作業許可の写しを、 、
提出すること。

（森林作業道の仕様等）
４ 買受人及び事業実施事業体は 森林作業道を作設するにあたっては 四国森、 、

「 」 「 」林管理局の 森林作業道作設に関する仕様書 及び 森林作業道作設標準例
に基づいた、森林作業道を作設すること。
また 森林作業道作設の完了後は 四国森林管理局の 森林作業道作設に関、 、 「

する仕様書 及び 森林作業道作設標準例 に基づいた ゲートを設置するこ」 「 」 、
と。
なお、ゲートは官給品とする。
ただし、ゲートの設置以外による車両の進入ができない処置を講じた場合

は、この限りではない。

（森林作業道作設の是正指示）
５ 四国森林管理局の「森林作業道作設に関する仕様書」及び「森林作業道作

」 、 、 （ ）設標準例 に基づいた 森林作業道の作設が行われていない場合は 署 所
長から、森林作業道の作設にかかる是正を指示するので、買受人及び事業実
施事業体は、これに従うこと。

（森林作業道作設の中止及び原状回復の指示）
６ 是正の指示に従わない場合は、署（所）長から、森林作業道作設の中止を
指示するので、買受人及び事業実施事業体は、これに従うこと。

７ 買受人及び事業実施事業体は、署（所）長から、中止の指示を受けた場合
は、作設した部分の原状回復の実施後、確認を受けること。

（既設の森林作業道の使用について）
、 、 （ ）８ 買受人及び事業実施事業体は 既設の森林作業道を使用する場合は 署 所

の承認を受けること。
また、使用する場合には修繕を実施し、事業完了時には、水切り等の排水

処理を確実に実施すること。



特約事項（作業上の留意事項）

（法令の遵守）
１ 事業着手に当たり、買受人は法令に基づく必要な届出について、労働基準監督署等関係機関
へ届け出ること。

２ その他、労働安全衛生規則等の法令により規定されている労働安全に関する遵守すべき事項
は必ず守ること。

（事業着手等の届出）
３ 事業着手に当たり、買受人は事前に事業着手年月日、現場責任者及び入林車両を現場担当森
林官（以下「森林官」という ）へ届け出ること。。

（林地等の保全）
４ 伐採・搬出にあたっては、林地保全、河川汚濁防止等に努めること。

（売買物件以外の立木の保護等）
５ 伐採搬出に当たっては、買受人及び現場責任者は特に次の各号について作業員個々人に対し
て充分な指導監督を行って実行しなければならない。

（ ）鉄索架線に当たっては、支障木を最小限に止めること。1
（ ）売買物件（以下「物件」という ）以外の立木を損傷させないこと。滑車取付作業及び控え2 。
索設置作業等により物件以外の立木に損傷を与えるおそれがあるときは、あて木をするなど損
傷防止の措置をすること。
（ ）事業実行区域内において、高山植物の保護、その他環境の保全に留意すべき箇所がある場3
合は、特に留意の上作業を行うこと。

（ ） 、 。4 事業実行にあたって疑義を生じた場合は あらかじめ森林官の指示を受けて実行すること

（末木枝条等の処理）
６ 末木枝条等の処理にあたっては、すべて搬出することを原則とする。ただし、やむを得ず搬

、 （ ） 。 、出できない場合は 買受人及び現場責任者は森林管理署 所 長と協議を行うこと 協議後は
特に次の各号について作業員個々人に対して充分な指導監督を行って実行しなければならな
い。
（ ）林道上の木材集積場など、一つの箇所（法面等）への大量集積はせず、安定した場所へ分1
散させること。
( ) 林道及び森林作業道等で排水施設のある木材集積場では、排水管を閉塞させる恐れがある2
箇所への集積はしないこと。また、排水施設のある谷の上流部への大量集積は避け、やむを得
ず周辺へ集積する場合は流出させないようにすること。

（ ）河川及び公道等へ流出させないようにすること。3
（ ）末木枝条等の集積場として森林作業道を利用する場合は、作業道切土法面山側の安定した4
箇所へ集積すること。

（ ）架線集材の場合は伐倒・荷掛け現場へ随時返送の上、安定した箇所へ分散させること。5
（ ）事業完了時は上記各号を再度確認の上、必要に応じ処理すること。6

（支障木の届出）
７ 伐採搬出作業中に支障木（損傷木を含む。以下同じ ）が発生するおそれが生じた場合又は。
作業中の事故により支障木が発生した場合は、買受人又は買受人から届出の指示を受けた現場
責任者は直ちに森林官へその詳細を届け出ること。

（支障木買受申請書）
８ 買受人は、前項の届出後速やかに森林官を経由して森林管理署長へ所定の様式により支障木
買受申請書を提出すること。



（支障木調査時の立会）
９ 第 項による届出をした支障木（以下「支障木」という ）の調査を森林官が行う際、買受7 。
人又は買受人から立会の指示を受けた現場責任者は必ず現地に立ち会うこと。

（支障木の伐倒）
支障木の伐倒は、買受人による支障木に係る代金の全部の納付及び国有林野事業林産物売買10

契約約款第 条第 項に定める延滞金の納付を森林管理署長が確認した後、又は買受人からの4 2
支障木に係る延納担保の提供及び国有林野事業林産物売買契約約款第 条第 項に定める延滞4 2
金の納付を森林管理署長が確認した後 支障木所在場所において支障木の引渡しを受けた時 以、 （
下「売払い手続きの完了」という ）以降に実行すること。。

（支障木伐倒の特例）
前項にかかわらず、売払い手続きの完了前であっても次の各号によって支障木の伐倒を実行11

することができるものとする。ただし、買受人及び現場責任者は事前に森林官と協議し承認を
得なければならない。森林官が承認しないものについては、前項によること。

（ ）第 項の届出後、支障木の調査前までに伐倒できるのは、スギ及びヒノキについては胸高1 7
直径 センチメートル以下のもの、スギ及びヒノキ以外の針葉樹については胸高直径 セン8 18
チメートル以下のもの、広葉樹については胸高直径 センチメートル以下のものであって、22
緊急に伐採する必要があるものに限る。

（ ）第 項の支障木買受申請書を森林官へ提出後、売払い手続きの完了前までに伐倒できるの2 8
は、緊急に伐倒しなければ円滑な事業実施の障害となるものに限る。

（伐倒済み支障木の保存）
前項( )及び( )により伐倒した支障木は、売払い手続きの完了までの間は現地に保存し、玉12 1 2

切り及び移動を行わないこと。

（物件以外の立木の伐倒禁止）
物件及び支障木以外の立木については、これを伐倒してはならない。13

（関係機関等への手続き）
公道上を跨ぐ集材設備を設置する場合は、道路管理者等関係機関に対して必要な手続きを行14

い、適切な落下防止設備を設置すること。

（作業中止命令等）
第 項から第 項について違反が認められる場合、森林管理署長は伐採搬出等の作業中止15 1 14

を命じるので、買受人及び現場責任者はこれに従うこと。なお、作業中止命令によって買受人
に生じた損害については、これを賠償しない。

（撤収作業開始の届出）
買受人又は買受人から届出の指示を受けた現場責任者は、遅くとも撤収作業開始予定の 週16 1

間前までにその旨を森林官へ届け出ること。

（撤収方法の指示）
前項の届出の後、森林官から盤台その他集材施設等の撤収方法などについて指示があった場17

合、買受人及び現場責任者はこれに従うこと。

（作業終了後の処理）
使用済みワイヤーやその他物品等は、必ず撤去すること。18

（搬出済届）
買受人は、物件の搬出完了後速やかに森林官を経由して森林管理署長へ搬出済届を提出する19

こと。



（跡地検査の立会）
物件搬出完了後において森林官等が行う跡地検査に際し、買受人又は買受人から立会の指示20

を受けた現場責任者は必ず現地に立ち会うこと。



暴力団排除に関する特約条項

（属性要件に基づく契約解除）
第１条 甲（発注者をいう。以下同じ ）は、乙（契約の相手方をいう。以下同じ ）が。 。
次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する
ことができる。
( ) 法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、法人1 。
である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう ）の。
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
いう 以下同じ が 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 平。 。） 、 （ （
成３年法律第 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ ）又は暴力団77 。
員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ ）であるとき。

( ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害2
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

( ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな3
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

( ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど4
しているとき

( ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき5

（行為要件に基づく契約解除）
、 、第２条 甲は 乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( ) 暴力的な要求行為1
( ) 法的な責任を超えた不当な要求行為2
( ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為3
( ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為4
( ) その他前各号に準ずる行為5

（表明確約）
、 、 、第３条 乙は 第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し かつ

将来にわたっても該当しないことを確約する。
２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という ）を。
再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む 、受。）
任者（再委任以降の全ての受任者を含む ）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に。
関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ ）としないことを確。
約する。

（再請負契約等に関する契約解除）
第４条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当
該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）
との契約を解除させるようにしなければならない。

２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負
人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負
人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）と
の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）
第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、こ
れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合におい
て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）
第６条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ

（ 「 」 。）ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入 以下 不当介入 という
を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、
速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力
を行うものとする。



契約番号 立木販売 売　買　契　約　書

円

円
～

円

年 ％

円
～

円 円

円

円 年 ％

売渡人 分任契約担当官 愛媛森林管理署長　藤平　康則

買受人

（案2）

売買物件の
所在場所

面積(ha)

売
買
代
金
納
付
の
方
法

現金納付分 売買金額 納付期限 令和　年　月　日

延納分

延納金額

延納期間

日間

延納担保金額

延納利率 同提供期限

延納利息

売買物件の
種類及び数量

区分 樹種 本数（本） 材積(m3)

日間

担保の種類

円
以上

担保の種類

分割延納分

延納金額

延納期間

売買代金

売買代金 延納利息

うち消費税抜代金 延納担保金額
円

以上

契約保証金 免除 延納利率 同提供期限

売買物件の引渡
期間（期限）

代金納付の日又は延納担保　15日以内
提供の日

売買代金の分収額
うち消費税抜代金 円

（概算の場合の最終期限　　　　）

売買物件の
搬出期間（期限）

引渡の日から起算して　36　ヶ月　（期限　　　　　　　　　　　　）

官収分

分　収　額 円 売買物件の
引渡方法

施設設置等
の指定

官行造林立木竹 うち消費税抜代金 円

特約事項

別紙のとおり

分収造林立木竹

分収権者

民収分

分　収　額 円
売買（使用）
目的の指定

分収育林立木竹

＊概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は概算売買代金
である。

売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結した
ので、その証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

＊本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手
続きが適切になされた森林の立木である。

令和　年　月　日



愛媛 森林管理署  

１（物件番号） 第  1　号

２（物件所在地
及び国有林名等）

３（伐採方法） 皆  伐

４（面積） 5.72 ha

５（林齢） 70 年生

６（物件の種類）

樹　種 本　数 材　積　（ｍ3） 備　考
ス ギ 2,762 1,979.52

ヒ ノ キ 588 223.49

モ ミ 2 0.86

そ の 他 L 303 135.96

低 質 材 L 377 76.42

計 4,032 2,416.25

７（現地案内の日時および集合場所）

　（愛媛森林管理署：０８９－９２４－０５５０）

８（搬出期間） ３６ヶ月 以内

※ただし、事業着手後は、着手日の属する年度の翌年度末までに搬出を完了すること。

９（運搬路（林道）の通行制限）

10（特記事項）

11（その他）

販 売 物 件 明 細 書

愛媛県喜多郡内子町中川

当該物件及び周囲は水源かん養保安林に指定されているため、支障木等の伐採が必要となっ
た場合は伐採の届出を出す必要があるほか、集材架線等の設備を行う場合は作業許可の申請
が必要です。

小田深山国有林　５５林班　に小班（１伐区）

　①搬出支障木は必要最小限にとどめること。
　②周辺の林木を損傷しない方法とすること。
　③高山植物の保護、その他環境の保全に十分注意すること。
  ④道路及び歩道等の安全通行に支障のない集材設備および作業方法により実行すること。
　⑤末木枝条等の整理および盤台跡地を原状回復すること。
　⑥林地保全、河川汚濁防止等に努めること。
  ⑦河川及びダム湖並びに道路等の上空を枝条運搬する時は、落下等特に注意すること。

現地案内を希望されます方は愛媛森林管理署業務グループへ問い合わせください。

長谷山林道の使用車両は4ｔ以下の車両とします。（ホイルベース4.3ｍ以下）



直　径 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積

8 2 0.06 9 0.18

10 8 0.32 15 0.60

12 19 1.33 22 1.54

14 34 3.74 36 3.60

16 56 8.40 51 7.14

18 95 19.00 62 11.78 122 20.74

20 164 42.64 61 15.25 138 27.60

22 232 76.56 68 22.44 1 0.30 117 28.08

24 274 109.60 67 26.80 88 27.28

26 295 144.55 54 26.46 1 0.56 67 24.12

28 304 176.32 47 27.26 49 20.58

30 279 192.51 43 30.10 36 18.36

32 228 184.68 28 22.96 26 14.82

34 191 179.54 12 10.92 12 7.56

36 163 176.04 5 5.25 9 6.84

38 126 156.24 4 4.60 6 5.10

40 93 130.20 2 2.62 4 3.60

42 62 94.86 1 1.05

44 42 71.82 3 3.87

46 30 57.00

48 24 49.44 2 2.78

50 19 43.13 1 1.80

52 9 22.41 1 2.19

54 5 13.35

56 3 8.16

58

60 1 3.03

62 1 3.16

64 2 7.42

66 1 4.01

68

70

72

74

76

78

80

82

計 2,762 1,979.52 588 223.49 2 0.86 303 135.96 377 76.42

4,032 2,416.25

小田深山国有林　５５林班　に小班（１伐区） 5.72 ha 70 年生

その他L 低質材Lスギ

12（物件明細）

ヒノキ

第  1　号

モミ



立 木 物 件 位 置 図 （売払番号1号）

小田深山　55林班　に小班　（１伐区）　 面積：５．７２ha

　凡例　　売払区域（皆伐）　　 縮尺：20 ,000分の1



立 木 物 件 位 置 図 （売払番号1号）

小田深山　55林班　に小班　（１伐区）　 面積：５．７２ha

　凡例　　売払区域（皆伐）　　 縮尺：5,000分の1



愛媛 森林管理署  

１（物件番号） 第  2　号

２（物件所在地
及び国有林名等）

３（伐採方法） 皆  伐

４（面積） 4.35 HA

５（林齢） 70 年生

６（物件の種類）

樹　種 本　数 材　積　（ｍ3） 備　考
ス ギ 2,457 2,133.66

ヒ ノ キ 340 161.88

ア カ マ ツ 16 18.82

ツ ガ 1 0.35

低 質 材 N 2 0.29

ケ ヤ キ 5 2.57

サ ク ラ 5 2.98

そ の 他 Ｌ 73 33.70

低 質 材 L 33 6.27

計 2,932 2,360.52

７（現地案内の日時および集合場所）

　（愛媛森林管理署：０８９－９２４－０５５０）

８（搬出期間） ３６ヶ月 以内

※ただし、事業着手後は、着手日の属する年度の翌年度末までに搬出を完了すること。

９（運搬路（林道）の通行制限）

10（特記事項）

11（その他）

販 売 物 件 明 細 書

愛媛県喜多郡内子町中川

当該物件及び周囲は水源かん養保安林に指定されているため、支障木等の伐採が必要となっ
た場合は伐採の届出を出す必要があるほか、集材架線等の設備を行う場合は作業許可の申請
が必要です。

小田深山国有林　５５林班　に小班（２伐区）

市町等管理の道路については、当該道路の使用制限を予め道路管理者に確認のうえ、その指
示に従うこと。

　①搬出支障木は必要最小限にとどめること。
　②周辺の林木を損傷しない方法とすること。
　③高山植物の保護、その他環境の保全に十分注意すること。
  ④道路及び歩道等の安全通行に支障のない集材設備および作業方法により実行すること。
　⑤末木枝条等の整理および盤台跡地を原状回復すること。
　⑥林地保全、河川汚濁防止等に努めること。
  ⑦河川及びダム湖並びに道路等の上空を枝条運搬する時は、落下等特に注意すること。

現地案内を希望されます方は愛媛森林管理署業務グループへ問い合わせください。

　⑧当該物件及び周囲の国有林は保安林ですので、保安林を利用される場合は事前の作業許可

　　 申請等の手続きが必要となります。



直　径 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積

8 6 0.12 3 0.06

10 15 0.60 3 0.09

12 19 1.33 5 0.30

14 18 1.80 11 0.99

16 19 2.85 18 2.16

18 28 5.32 24 4.32 2 0.29 7 1.09

20 62 15.50 28 6.72 17 3.06

22 112 34.72 34 10.54 9 2.12

24 166 63.08 38 14.44 1 0.35 1 0.31 2 0.54 11 3.23

26 220 103.40 39 17.94 1 0.52 1 0.39 19 6.66

28 262 151.96 38 20.90 1 0.60 2 0.87 14 5.67

30 283 195.27 32 20.16 7 3.38

32 257 208.17 25 18.50 2 1.47 7 3.75

34 226 212.44 14 11.62 1 0.78 1 1.00 5 3.08

36 187 201.96 9 8.64 2 1.86 1 0.62 3 2.04

38 144 178.56 7 7.35 1 1.29 1 0.75 5 3.94

40 125 175.00 5 5.75 1 1.36 1 0.90

42 89 136.17 3 3.64 1 1.37 1 1.05

44 59 100.89 2 3.36 2 2.42 1 1.07

46 53 100.70 3 5.18

48 45 92.70 1 1.97

50 34 77.18 1 2.12

52 14 34.02 1 2.28

54 8 21.36

56 3 8.66

58 1 3.23

60 1 3.03

62 1 3.64

64

66

68

70

計 2,457 2,133.66 340 161.88 16 18.82 1 0.35 2 0.29 5 2.57 5 2.98 73 33.70 33 6.27

2,932 2,360.52

その他L

第  2　号70 年生小田深山国有林　５５林班　に小班（２伐区）

スギ ヒノキ アカマツ ツガ 低質材N ケヤキ

12（物件明細） 4.35 HA

サクラ 低質材L



立 木 物 件 位 置 図 （売払番号2号）

小田深山 ５５林班 に小班　（２伐区）　 面積：４．３５ha

　凡例　　売払区域（皆伐）　　 縮尺：20,000分の1



立 木 物 件 位 置 図 （売払番号2号）

小田深山 ５５林班 に小班　（２伐区）　 面積：４．３５ha

　凡例　　売払区域（皆伐）　　 縮尺：5,000分の1



愛媛 森林管理署  

１（物件番号） 第  3　号

２（物件所在地
及び国有林名等）

３（伐採方法） 皆  伐

４（面積） 4.59 HA （55に1） 計　10.43HA
5.84 HA （55に2）

５（林齢） 70 年生 （55に1・に2）

６（物件の種類）

樹　種 本　数 材　積　（ｍ3） 備　考
ス ギ 5,929 3,989.77

ヒ ノ キ 983 410.62

モ ミ 3 2.12

ツ ガ 1 0.44

そ の 他 L 215 97.34

低 質 材 L 12,154 216.02

計 19,285 4,716.31

７（現地案内の日時および集合場所）

　（愛媛森林管理署：０８９－９２４－０５５０）

８（搬出期間） ３６ヶ月 以内

※ただし、事業着手後は、着手日の属する年度の翌年度末までに搬出を完了すること。

９（運搬路（林道）の通行制限）

10（特記事項）

11（その他）
　当該物件及び周囲は、水源かん養保安林に指定されているため、支障木等の伐採が必要となっ
た場合は、伐採の届出を提出する必要があるほか、集材架線等の設置を行う場合は、作業許可の
申請が必要です。

販 売 物 件 明 細 書

愛媛県喜多郡内子町中川

小田深山国有林　５５林班　に1・に2小班

　長谷山林道の使用車両は４ｔ以下の車両とします。（ホイルベース4.3m以下）

　①搬出支障木は必要最小限にとどめること。
　②周辺の林木を損傷しない方法とすること。
　③高山植物の保護、その他環境の保全に十分注意すること。
  ④道路及び歩道等の安全通行に支障のない集材設備および作業方法により実行すること。
　⑤末木枝条等の整理および盤台跡地を原状回復すること。
　⑥林地保全、河川汚濁防止等に努めること。
  ⑦河川及びダム湖並びに道路等の上空を枝条運搬する時は、落下等特に注意すること。

現地案内を希望されます方は愛媛森林管理署業務グループへ問い合わせください。



直　径 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積

4 7,428 22.12

6 2,191 18.48

8 6 0.12 1 0.02 522 6.68

10 23 0.91 8 0.25 991 38.80

12 47 2.88 18 1.13 292 16.06

14 73 7.54 32 3.04

16 114 16.58 43 5.62 292 35.04

18 187 36.10 60 11.10 292 46.72

20 300 77.07 94 21.85 146 32.12

22 438 141.84 114 33.80

24 551 216.90 109 39.76 51 13.23

26 624 295.16 116 48.31 45 14.57

28 647 355.09 117 58.50 40 15.42

30 608 393.81 97 54.32 21 10.15

32 534 387.69 63 39.73 20 10.72

34 445 375.71 41 28.83 1 0.44 8 4.62

36 363 344.19 31 25.51 1 0.78 8 5.17

38 286 311.06 19 17.10 1 0.67 8 5.59

40 216 260.52 10 9.90 1 0.67 4 3.85

42 155 209.25 6 6.42 2 2.31

44 99 147.92 3 3.95 3 3.40

46 70 113.75 1 1.48

48 50 90.80 1 1.57

50 36 70.50 3 4.11

52 25 54.11

54 14 32.52

56 10 25.22

58 5 13.84

60 3 8.69

62

64

66

68

70 1 2.63

計 5,929 3,989.77 983 410.62 3 2.12 1 0.44 215 97.34 12,154 216.02

19,285 4,716.31

スギ ヒノキ モミ ツガ その他L 低質材L

12（物件明細） 小田深山国有林　５５林班　に1・に2小班 10.43 HA 70 年生 第  3　号



直　径 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積

4 5,968 17.45

6 1,607 13.08

8 1 0.02 230 2.30

10 2 0.07 1 0.04 115 2.30

12 6 0.42 5 0.35

14 24 2.64 16 1.60

16 62 9.30 23 3.22

18 122 24.40 30 5.70

20 207 53.82 39 9.75

22 303 99.99 37 11.47

24 376 150.40 26 9.88 5 1.54

26 412 201.88 25 11.00 6 2.00

28 406 227.36 16 8.00 7 2.94

30 359 236.94 7 3.92 6 3.01

32 285 210.90 3 1.93 5 2.89

34 212 182.32 1 0.83 3 1.63

36 165 160.05 1 0.91

38 126 139.86

40 87 107.01 1 0.90

42 58 78.30 1 1.08

44 35 53.20 1 1.19

46 21 34.86

48 16 29.60

50 11 22.00 1 1.63

52 6 13.26

54 4 9.42

56 3 7.86

58 1 2.72

60

計 3,310 2,058.60 231 69.68 35 17.73 7,920 35.13

11,496 2,181.14

スギ ヒノキ その他L 低質材L

12（物件明細） 小田深山国有林　５５林班　に1小班 4.59 HA 70 年生 第  3　号



直　径 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積 本　数 材　積

4 1,460 4.67

6 584 5.40

8 5 0.10 1 0.02 292 4.38

10 21 0.84 7 0.21 876 36.50

12 41 2.46 13 0.78 292 16.06

14 49 4.90 16 1.44

16 52 7.28 20 2.40 292 35.04

18 65 11.70 30 5.40 292 46.72

20 93 23.25 55 12.10 146 32.12

22 135 41.85 77 22.33

24 175 66.50 83 29.88 46 11.69

26 212 93.28 91 37.31 39 12.57

28 241 127.73 101 50.50 33 12.48

30 249 156.87 90 50.40 15 7.14

32 249 176.79 60 37.80 15 7.83

34 233 193.39 40 28.00 1 0.44 5 2.99

36 198 184.14 30 24.60 1 0.78 8 5.17

38 160 171.20 19 17.10 1 0.67 8 5.59

40 129 153.51 10 9.90 1 0.67 3 2.95

42 97 130.95 5 5.34 2 2.31

44 64 94.72 3 3.95 2 2.21

46 49 78.89 1 1.48

48 34 61.20 1 1.57

50 25 48.50 2 2.48

52 19 40.85

54 10 23.10

56 7 17.36

58 4 11.12

60 3 8.69

62

64

66

68

70 1 2.63

計 2,619 1,931.17 752 340.94 3 2.12 1 0.44 180 79.61 4,234 180.89

7,789 2,535.17

小田深山国有林　５５林班　に2小班 5.84 HA 70 年生 第  3　号12（物件明細）

低質材Lスギ ヒノキ モミ ツガ その他L



立 木 物 件 位 置 図 （売払番号２号）

小田深山 55林班 に１小班　 面積：４．５９ha

小田深山 55林班 に2小班　 面積：５．８４ha

　凡例　　売払区域（皆伐）　　 縮尺：20 ,000分の1



立 木 物 件 位 置 図 （売払番号２号）

小田深山 55林班 に１小班　 面積：４．５９ha

小田深山 55林班 に2小班　 面積：５．８４ha

　凡例　　売払区域（皆伐）　　 縮尺：5,000分の1


